
 

 

 

議案第１８号 鳥取市教育委員会公印管守規程の一部改正について 
 

 

鳥取市教育委員会公印管守規程の一部を改正する訓令案要綱 

 

１ 改正の目的 

  鳥取市公民館条例（昭和３５年鳥取市条例第１５号）の一部が改正され、基

幹公民館を廃止することに伴い、所要の整備を行うことを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

  教育委員会が取り扱う公印のうち、基幹公民館長名の公印（職印）を廃止す

ることとします。（別表第２関係） 

 

３ 施行期日 

   この訓令は、平成２８年４月１日から施行することとします。 

  

３月定例教育委員会 資 料 

年月日 平成２８年３月２２日 

担当課 教育委員会 教育総務課 
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議案第１８号 

   鳥取市教育委員会公印管守規程の一部改正について 

 鳥取市教育委員会公印管守規程の一部を次のように改正する。 

平成２８年３月２２日提出 

 

鳥取市教育委員会       

教育長 木 下 法 広    

 

鳥取市教育委員会公印管守規程の一部を改正する訓令 

 鳥取市教育委員会公印管守規程（昭和５７年鳥取市教育委員会訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２中基幹公民館長の項を削る。 

   附 則 

 この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

  

 

提案理由 

 鳥取市公民館条例（昭和３５年鳥取市条例第１５号）の一部が改正され、基幹公民

館が廃止されることに伴い、所要の整理を行うためである。 
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